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よ い ち の 人 口

■ 広報よいち（№８２７）令和２年３月１日発行　発行 / 余市町　編集 / 地域協働推進課
　　　　　　　　　　　　〒 046-8546　余市郡余市町朝日町 26 番地　☎（0135）21 － 2111 ㈹　FAX（0135）21 － 2144
　　　　　　　　　　　　メール：kouhou ＠ town.yoichi.hokkaido.jp　ＵＲＬ：https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

 令和２年１月３１日現在
　　人　口　18,521 人　      （- 34）

　　男　性 　   8,619 人　     （- 5）

　　女　性　  9,902 人　   （- 29）

　　世帯数　   9,827 世帯    （- 14）

　【税務課からのお知らせ】

転 入　  20 人
転 出　  33 人
出 生　  9 人
死 亡　  31 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　平成２７年国勢調査（確定値）
　人　口　19,607 人　世帯数　8,769 世帯　

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

催告書に関するQ＆ A

（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

●余市町社会福祉事業費（老人福祉）の一部として
・学校法人 北海道キリスト教学園リタ幼稚園
　園児・ＰＴＡ　　　　　　　一金２０，０００円
　（クリスマス献金として）

未納の町税はございませんか？

　道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、

「北海道苦情審査委員」制度です。

　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、「苦情

審査委員」に申立てができます。皆さんに代わって、

「苦情審査委員」が公正で中立的な立場から、道の

関係機関に対し、必要な調査等を行います。

　審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題が

あるときは、道の機関に是正や改善を求めます。も

ちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

申立方法
　苦情申立書に必要事項を記入し、提出してくださ

い。また、郵送、ＦＡＸ、メールでも申立てできます。

※申立書は窓口だけではなく、道のホームページか
　らもダウンロードできます。

知ってますか？
　　道の「苦情審査委員」制度

●旭中学校へカーテン
・余市町立旭中学校同窓会

カーテン（２００，０００円相当）

　問合せ　
　　北海道 総合政策部 知事室 道政相談センター
　　〒 060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
 　 ☎    ：０１１-２０４-５５２３（直通）

　  FAX     ：０１１-２４１-８１８１
　  メール：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
  　または後志総合振興局 総務課

　未納町税のある方には、２月に催
告書を送付しております。催告書が
届いた方は、指定期日までに必ず完
納するようお願いします。

Ｑ．催告書が届いたが、納付書を紛失してしまい、
　　納付できません。
Ａ．納付書を紛失された方には納付書を再発行して
　　郵送しますので、ご連絡ください。

Ｑ．分納中なのに、催告書が届いた。
Ａ．分納中の方に対しても、未納町税の残額をお知
　　らせする目的で催告書を送付しています。

Ｑ．催告書を放置した場合、どうなるの？
Ａ．町では、催告書を送付し、未納町税の自主的  
　　な納付をお願いしていますが、納税催告に応じ
　　ない方に対しては、法律に基づき、勤務先や金
　　融機関等への調査を行い、財産の差押を執行し
　　ています。

Ｑ．指定期日までに完納できない場合は、どうすれ
　　ばいいの？
Ａ．経済的事情などにより、指定期日までに完納す
　　ることが困難な方に対して、分割による納付な
　　ど、個々の実情に応じた納税
　　相談を実施しています。
　　納税にお困りの方は、一人で
　　悩まずに、税務課納税グルー
　　プにご連絡ください。

内容：調査票の配布と回収
期間：８月下旬から１０月下旬まで
報酬：４０～７０世帯の訪問で約４０, ０００円

　問合せ　地域協働推進課 広報広聴グループ
　　　　　　　　　　　     ☎２１―２１４２

調査員募集！
　　　ご協力 お願いします！


